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タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
）(

抄)

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

こ
の
法
律
で
「
特
定
指
定
地
域
」
と
は
、
指
定
地
域
の
う
ち
、
特
に
利
用
者
の
利
便
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
タ
ク
シ
ー
事
業
の
業
務
の
適
正
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
地
域
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
登
録
の
申
請
）

第
五
条

登
録
は
、
指
定
地
域
内
に
営
業
所
を
有
す
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
（
登
録
を
条
件
と
し
て
雇
用
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
を
含
む
。
第
七
条

第
一
項
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
タ
ク
シ
ー
の
運
転
者
と
し
て
選
任
さ
れ
て
お
り
、
又
は
選
任
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

２

登
録
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二

申
請
者
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
タ
ク
シ
ー
事
業
者(
登
録
を
条
件
と
し
て
雇
用
の
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
を
含
む
。)

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三

申
請
者
が
受
け
て
い
る
第
二
種
運
転
免
許(

道
路
交
通
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号)

第
八
十
六
条
第
一
項
の
大
型
第
二
種
免
許
、
中
型
第
二
種
免
許
又
は
普
通
第

二
種
免
許
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
種
類
並
び
に
こ
れ
に
係
る
運
転
免
許
証
の
番
号
及
び
有
効
期
限

四

申
請
に
係
る
指
定
地
域

３

前
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
面
、
申
請
者
が
第
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ

と
を
証
す
る
書
面
及
び
申
請
者
の
写
真
を
添
付
し
、
か
つ
、
申
請
者
が
受
け
て
い
る
第
二
種
運
転
免
許
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
等
の
制
定
改
廃
に
伴
な
う
経
過
措
置
）

第
五
十
三
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
政
令
又
は
国
土
交
通
省
令
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
政
令
又
は
国
土
交
通
省
令
で
、
そ
の
制

定
又
は
改
廃
に
伴
い
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）(
抄)

（
指
定
地
域
及
び
特
定
指
定
地
域
）

第
一
条

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
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名

称

地

域

（
略
）

東
京
地
域

東
京
都
の
区
域
の
う
ち
、
特
別
区
、
武
蔵
野
市
及
び
三
鷹
市
の
区
域

横
浜
地
域

神
奈
川
県
の
区
域
の
う
ち
、
横
浜
市
、
川
崎
市
、
横
須
賀
市
及
び
三
浦
市
の
区
域

（
略
）

大
阪
地
域

大
阪
府
の
区
域
の
う
ち
、
大
阪
市
、
堺
市
（
美
原
区
を
除
く
。
）
、
豊
中
市
、
池
田
市
、
吹
田
市
、
泉
大
津
市
、
高
槻
市
、
守
口
市
、
茨
木
市
、
八
尾
市

、
和
泉
市
、
箕
面
市
、
門
真
市
、
摂
津
市
、
高
石
市
、
東
大
阪
市
、
三
島
郡
及
び
泉
北
郡
の
区
域

（
略
）

備
考

こ
の
表
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
行
政
区
画
又
は
土
地
の
名
称
に
よ
る
区
域
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
の
行
政
区
画
又
は
土
地
の
名
称
に
よ
る
区

域
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
区
域
と
す
る
。

２

法
第
二
条
第
六
項
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
前
項
に
規
定
す
る
東
京
地
域
及
び
大
阪
地
域
と
す
る
。


